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令和５年度の広域協議会の進め方＜案＞【概要】
※広域協議会の現構成員の皆様からご意見を頂戴し、環境省本省とも協議の上、確定いたします。

●事業の名称
・気候変動適応地域づくり推進事業北海道地域業務

●事業概要
・広域協議会にて道内における気候変動適応に関する情報共有及び意見交換を行う。
・広域アクションプラン推進チーム（仮称）を設置して道内自治体の適応策実装を推進する。

●広域協議会
・気候変動適応法に基づく北海道広域協議会を、年度に２回開催する。
・広域アクションプラン策定終了を踏まえ、改めて構成員を見直す。
・道内において気候変動適応を推進する上での課題の整理を行う。

●広域アクションプラン推進チーム（仮称）
・広域アクションプランの道内自治体への普及用簡易版冊子を作成する。
・道内自治体への適応策普及活動を行う（出張訪問を基本とし、オンラインも有効に活用）。
・アクションプランの地域実装に向けてより実務的な活動を行う。
・広域協議会へ活動内容の報告を行う。
・分野に応じて専門家の先生に助言を頂きながら活動する。

●事業期間
・令和５年度の単年度事業。
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令和５年度の広域協議会の進め方＜案＞ 【イメージ】

令和2年度～４年度 令和５年度

広域協議会

Eco-DRR分科会 事業活動分科会

広域アクションプランを策定

広域アクションプラン推進チーム（仮称）
（チーム会合・フィールドワーク）

連携して開催

広域協議会
年度2回
（予定）

【構成員＜案＞】
北海道気候変動適応センタ－
国の関係出先機関・北海道立総合研究機構・北海道
環境財団・地域気候変動適応計画策定済み自治体など

体制面

事業面

普及啓発
冊子作成

地域での
実装推進

協議会へ
進捗報告

【構成員】
広域協議会の構成員うち推進チームに適する団体
金融機関等のファイナンス面で知見を有する機関

分野に応じて専門家の先生から助言を頂き活動

※広域協議会の現構成員の皆様からご意見を頂戴し、環境省本省とも協議の上、確定いたします。
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